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居宅介護支援重要事項説明書 

 

（令和 8年 6月 1日現在） 

１ 事業所の概要 

（１） 支援事業者の指定番号及び提供地域 

事 業 所 名 ケアワイド２１ 

所 在 地 福岡県粕屋郡須恵町大字旅石６８－２６１ 

管理者の氏名 山下 裕子 

電話番号 ０９２－９５７－３３２１ 

FAX番号 ０９２－９５７－３３２２ 

事業者指定番号 ４０７４１０００１９ 

サービス提供地域 須恵町、志免町、宇美町、粕屋町、福岡市博多区 

 

※上記地域以外でもご希望の方はご相談下さい。 

※サービス提供地域外で行うサービスにかかる交通費 

 ①事業所から片道１５キロメートル未満     ５００円（税抜き） 

 ②事業所から片道１５キロメートル以上    １０００円（税抜き） 

 

（２） 事業所の職員体制 

 常勤 非常勤 計 業 務 内 容 

管理者兼主任介護支援専門員 １ ０ １ 管理及び居宅介護支援業務 

介護支援専門員 ４ ０ 4 居宅介護支援業務 

  ※従業員人数については変動することがあります。 

（３） サービス提供の時間帯 

営 業 日 営  業  時  間  帯 

平日・土曜 ８：３０～１７：００ 

※ 上記時間帯以外も 24時間連絡体制（事業所携帯電話へ転送）を整え必要に応じてご相談に応じます。 

 

２ 居宅介護支援の内容 

（１）支援事業者は、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービスを適切に

利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担

当する者等を定めた「居宅サービス計画（ケアプラン）」（以下「ケアプラン」という）を作成します。 

（２）居宅サービス作成に従った適切なサービスが提供されるようサービス担当者会議など、サー

ビス提供者等との連絡調整その他の便宜を提供します。 

（３）居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、適切なサービスが、多様なサービス事業者から総合的かつ効率的に提供さ

れるよう支援します。 
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（４）居宅介護支援にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提

供されるサービスが特定の種類または特定のサービス事業者に不当に偏する 

ことがないよう、公正中立に行います。 

ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが

可能です。また、当該事業所を位置付けた理由を求めることが可能です。 

（５）ケアマネジメントの公平中立性の確保を図る観点から、以下について、利用者に 

説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表します。 

・前６ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

・前６ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用

具貸与の各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合 

※別紙参照とします 

 

（６）居宅介護支援にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態にな

ることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。 

（７）支援事業者はサービスの提供の開始に際し、予め利用者及びその家族に対し、利用者または

家族に対し、利用者について病院や診療所に入院する必要が生じた場合には 

  介護支援専門員の氏名、連絡先を当該病院や診療所に伝えるように求めます。 

（８）介護支援専門員は居宅サービス事業所等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、 

  その他必要と認めるときは利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身また

は生活の状況に係る情報のうち必要と認められるものを利用者の同意を得て主治の医師、

歯科医師又は薬剤師に提供します。 

（９）介護支援専門員は利用者が訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療サービス  の利

用を希望している場合、その他の必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯

科医師（以下「主治の医師等」という）の意見を求めます。その場合において介護支援専門員

は居宅サービス計画を作成した際には当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。 

（１０）支援事業者は、「ケアプラン」の作成後においても、利用者やその家族、サービス事業者との

連絡を継続的に行うことにより、「ケアプラン」の実施状況を把握するとともに、利用者につい

て解決すべき課題を把握し、必要に応じて「ケアプラン」の変更、サービス事業者等との連絡

調整、その他の便宜の提供を行います。 

（１１）前項の「ケアプラン」の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、利

用者に対して継続的に情報提供、説明を行います。 

（１２）支援事業者は、利用者が要介護認定または要支援認定の更新申請及び状態の変化に伴う

区分変更の申請を円滑に行えるよう、利用者を援助します。また、支援事業者は、利用者が

希望する場合は利用者に代わって要介護認定等の申請を行います。 

 

（１３）支援事業者は、「ケアプラン」作成後、その内容に基づき、毎月給付管理票を作成し、福岡県

国民健康保険団体連合会に提出します。 

（１４）支援事業者は、利用者が介護保険施設等への入所又は入院を希望した場合、介護保険施
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設等の紹介、その他の支援を行います。 

（１５）利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンス

やモニタリングをテレビ電話装置等（オンラインツール）を活用して行う 

事ができるものとします。その際個人情報の適切な取り扱いに留意します。 

・テレビ電話装置などを活用したモニタリングの実施方法及びメリット、デメリットは 

 以下の通りです。 

同意欄 説明 

□ 利用者の状態が安定してることを前提として実施します。 

□ 実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。 

□ 2月に 1回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。 

□ 移動が不要となる為、ケアマネージャーとの日程調整が容易になります。 

□ 訪問者を自宅に迎え入れないため、利用者の心理的負担が軽減されます。 

□ 感染症が流行している状況でも、非接触での面接が可能になります。 

□ 
利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しい 

ことから、サービス事業所の担当から情報提供を受けます。 

（１６）感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から委員会の 開催、指

針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施、担当者を定める 

  事とします。 

感染防止に関する担当者 山下 裕子 

（１７）利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するた

めの委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることとします。 

  また虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報します。 

虐待防止に関する担当者 山下 裕子 

（１８）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 

  除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、利用者に対して同意を得た上

で、その状態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

します。 

（１９）男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハ

ラスメント対策に取り組みます。 

（２０）感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するために計画を策定し、

必要な研修及び訓練を定期的に開催します。 

３ サービスの内容 

（１） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

（２） 要介護認定・要支援認定の申請代行 

（３） 給付管理票の作成 

（４） サービス事業者との調整 

 

４ 市町村への届出 

 この居宅介護支援のサービスを受ける際には、その旨を各市町村の窓口に届出て、被保険者証
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に記載する必要があります。具体的な手続きは担当者とご相談下さい。 

 

５ 利用者負担 

（１） 要介護（要支援）認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので 

自己負担はありません。 

   介護保険適用の場合でも保険料の滞納により支援事業者に直接介護保険給付が行われな

い場合があります。その場合、利用者は 1 ヶ月につき要介護度に応じて下記の利用者負担

金を支払い、支援事業者は、指定居宅介護支援提供証明書を発行します。証明書を後日、

各市町村の窓口に提出しますと保険給付分の払戻を受けられます。 

（居宅介護支援利用料）＊基本単位＊ 

① 介護支援専門員一人あたり取扱件数 45件未満の場合 

要介護１・２ １０,８６０円   要介護３・４・５ １４,１１０円 

② 介護支援専門員一人あたり取扱件数 45件以上の場合（40件以上 60件未満に適用） 

要介護１・２  ５，４４０円   要介護３・４・５  ７，０４０円 

③ 介護支援専門員一人あたり取扱件数 40件以上場合（60件以上に適用） 

要介護１・２  ３，２６０円   要介護３・４・５  ４，２２０円 

 

 

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 

新型コロナウイルス感染症対策評価として 2021年９月末までの基本報酬に 0.1％ 

上乗せします。 

※逓減制の見直し 

居宅介護支援について、適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観

点から介護支援専門員一人当たりの取扱件数が４５件を超えた場合、６０件を超えた場合にそ

れぞれ評価が低くなる（４５件未満は居宅介護支援費（Ⅰ）４５件以上 

６０件未満の部分は同（Ⅱ）６０件以上の場合は同（Ⅲ）が適用される）逓減制について指定居

宅介護支援事業所と指定居宅サービス事業者との間において、居宅サービス計画に係るデー

タを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステム（ケアプランデ

ータ連携システム）を活用し、かつ事務職員の配置を行っている事業所については逓減制の適

用（居宅介護支援（Ⅱ）の適用を４５件以上の部分からとする。 

特定事業所加算おける「介護支援専門員一人当たりの受け入れ可能な利用者数」についてこ

の取り扱いを踏まえた見直しを行う。 

＊加算＊ 

①初回加算 ３，０００円 

②特定事業所加算（Ⅰ）厚生労働省の基準に合致した場合 ５，１９０円 

特定事業所加算（Ⅱ）厚生労働省の基準に合致した場合 ４，２１０円 

特定事業所加算（Ⅲ）厚生労働省の基準に合致した場合 ３，２３０円 

特定事業所加算（Ａ）厚生労働省の基準に合致した場合 １，１４０円 

特定事業所医療介護連携加算 厚生労働省の基準に合致した場合 １，２５０円 
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必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス を含

む）が包括的に提供されるように居宅サービス計画を作成する。 

 

③入院時情報連携加算（Ⅰ） ２，５００円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２，０００円 

④退院・退所加算（Ⅰ） ４，５００円 

退院・退所加算（Ⅰ） ６，０００円 

退院・退所加算（Ⅱ） ６，０００円 

退院・退所加算（Ⅱ） ７，５００円 

退院・退所加算（Ⅲ）  ９，０００円 

⑤緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，０００円 

⑥ターミナルケアマネジメント加算 ４，０００円 

「生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等

の内容に沿った取り組みを行う 

⑦通院時情報連携加算 ５００円 

⑧介護職員等処遇改善加算  

当事業所では、介護職員等の資質向上および処遇改善を目的として、 

「介護職員等処遇改善加算」を算定しております。 

加算割合：居宅介護支援費(基本単位数及びその他の加算の合計単位数)

に 2.1％を乗じた単位数 

※保険給付の範囲内で国が負担するため利用者様の自己負担に変更はご

ざいません。 

 

  

＊減算＊ 

 ①特定事業所集中減算 ２，０００円（特定の事業所に偏ったサービスを依頼した場合） 

 ②運営基準減算  減算要件に該当した場合は基本単位の５割を請求 

          上記が 2 ヶ月以上継続した場合は請求を行わない 

 減算要件 ①介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接してい

ない場合 

      ②介護支援専門員が、ケアプランの原案の内容について利用者又はその家族に対して

説明し同意を得た上で、ケアプランを利用者及び担当者に交付していない場合 

      ③介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないとき 

      ④介護支援専門員が、１ヶ月に１回利用者の居宅を訪問し利用者に面接していない場合

（テレビ電話装置等（オンラインツール）を活用してモニタリングを行う同意を

得た場合は 2 ヶ月に 1回の訪問で良い） 

      ⑤介護支援専門員が、モニタリングの結果を記録していない状態が１ヶ月以上継続する

場合 

      ⑥利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所
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について 

・ 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。 

・ 当該事業所を位置づけた付けた理由を求めることが可能であることの説明を

行わなかった場合。 

（２）要介護認定申請代行費などは一切いただきません。 

（３）利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

   利用者がこの居宅介護支援に係る訪問調査、居宅サービス契約の作成等のサービス提供を

キャンセルし、又は中断する場合は、事前に下記の連絡先までご連絡下さい。 

 

 

連絡先 （電話） ０９２－９５７－３３２１ 

 

 

「ケアプラン」の変更や利用者が行った依頼を取り消す場合も、速やかに上記の 

連絡先へご連絡下さい。 

 

６ 相談窓口・苦情対応 

 サービスに関する相談や苦情については次の窓口で対応します。 

当事業所 

ご利用相談室 

窓口担当者  山下 裕子 ・ 担当介護支援専門員 

利用時間   ８：３０ ～ １７：００ 

利用方法   電話、面接 

 

公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

福岡県国民健康保

険団体連合会 

所在地    福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 

電話番号   ０９２－６４２－７８５９ 

FAX番号   ０９２－６４２－７８５７ 

対応時間   ９：００ ～ １７：００ 

 ※各市町村の相談・苦情対応窓口においても申し出ることができます。 

 

７ 事故発生時の対応方法 

（１）サービスの提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町村・利用者家族等に

連絡を行い必要な措置を講じます。 

（２）サービスの提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

います。 

（３）事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止策を講じます。 

 

 

 

＊この重要事項説明書は令和 8年 6月の介護報酬改定に伴い変更します＊ 
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重要事項説明確認書 

令和   年   月   日 

 

居宅介護支援の開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項 

を説明しました。 

 

   （事業者） 

 

      所在地    福岡県粕屋郡須恵町大字旅石６８－２６１ 

 

      事業者名   医療法人社団 正信会 

             居宅介護支援事業所 ケアワイド２１       

 

      管理者名       山下  裕子              

 

   （説明者） 

 

      所 属    医療法人社団 正信会 

             居宅介護支援事業所 ケアワイド２１ 

 

      氏 名          

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援について重要事項説明を受け 

ました。 

 

   （利用者） 

 

      住 所 

 

      氏 名                       

 

   （利用者代理人{選任した場合}） 

       

      住 所 

 

      氏 名                  （続柄      ） 

 


